
（様式９） 公共事業終了箇所評価調書

評価確定日（平成１６年１１月２２日）

Ｈ１６－農－終－９ 国庫補助 ・ 県単独事業コード 区 分

流域公益保全林整備事業 農林水産部事 業 名 部 局 名

補助事業（林道事業） 森林整備課 林道班（tel）１９４５事 業 種 別 課 室 班 名

長嶺熊沢 佐々木 誠路 線 名 等 担当課長名
ながみねくまざわ

鹿角市八幡平 主幹（兼）班長 小滝 光和箇 所 名 担 当 者 名

Ｎ 豊かな自然と調和した個性あふれる農林水産業の振興政策コード 政 策 名
総合計画と

５ 豊富な森林資源の循環利用による林業の推進の関連 施策コード 施 策 名

２ 効率的な森林整備の推進目標コード 施策目標名

１．事業の概要

Ｓ６１～ Ｈ１４（１７年） １８．９４億円 ５０％事 業 期 間 総事業費 国庫補助率

Ｗ＝４．０ｍ Ｌ＝１８，１８１ｍ事 業 規 模

○長嶺熊沢線は、鹿角市八幡平小豆沢碇地区を起点に国道３４１号線の東側を南下し、同市八幡平下
水沢地区に至る森林管理道である。利用区域面積は１，２１６であり、民有林が９９％、官行造事業の立案
林１％で構成されている。また、６６９（５５％）が保安林であり、多面的機能を有する森林のに至る背景
適切な維持管理が望まれている。
○利用区域内の森林資源状況は、間伐等保育管理が遅れている状態であり、スギ人工林６０２の
内、５２２（８７％）がⅨ齢級以下の保育・間伐対象で占められている。
○利用区域内森林整備の促進のためには、路網の配備が有効かつ必要であり、効率的で安定的な林業
経営の確立に寄与できる林道の開設が強く望まれていた。

○水源かん養機能等維持向上のための森林施業実施に必要な基盤整備を図る。
○林業労働条件の改善と森林施業範囲の拡大を図る。
○起終点を既設公道に接続し、作業道等路網形成により、労働力の供給体制と林産物の市場流通体制事 業 目 的
の確保を図り、林業生産コストの低減を図る。

（単位：千円）
当初計画 ① 最 終 ②

事 業 費 1,650,000 1,893,630
経 工 事 費 1,606,550 1,845,309

最終コスト比較費 用 補 費
事業費内訳 Ｃ②／Ｃ① ＝ （ ）内 そ の 他 43,450 48,321 １．１５

訳
財 国庫補助 825,000 946,815事 業 内 容
源 県 債 742,000 852,000

最終費用便益比内 そ の 他
Ｂ／Ｃ ＝ （ ）訳 一般財源 83,000 94,815 ４．１６

事 業 内 容 林道開設 林道開設

○山腹の土質が脆く、融雪期や梅雨時期に法面崩落等の発生が見られることから地滑り地形等を回避事業終了後
するため、詳細設計で線形の見直しを行い、延長が増となった。の問題点

住民満足度 ①満足度を把握した対象 ● 受益者 ● 一般県民 （時期： 年 月）１６ ９
等の状況 ②満足度把握の方法
（事業終了 ● アンケート調査 ● 各種委員会及び審議会 ● ヒアリング ● インターネット
後） ● その他の方法 （具体的に ）

③満足度の状況

森林所有者および森林施業請負者から「森林に直結する道路ができ、森林整備意欲が向上した 」。
「間伐材の集積・積み込み・運搬が容易になった 「生活用水として利用している取水施設の維。」
持管理が行き届きやすくなった 「森林へのアクセスが向上したため、春や秋の行楽シーズンの。」
入山者が増加した 」等意見があった。。

○あきた２１総合整備計画における施策「豊富な森林資源の循環利用による林業の推進」を支援する上位計画で
事業の位置付け

○あきた２１総合計画関連プロジ
○「あきた２１・木材産業活性化アクションプログラム」ェクト等
○「米代川流域森林・林業活性化アクションプラン」



（ 長嶺熊沢 地区）

前回評価結 ● 選定または継続 ● 改善 ● 見直し ● 保留または中止
果等 ①指摘事項

－

②指摘事項への対応

－

指標名 県全体における林道路網密度 データ等事業効果把
指標の種類 ● 成果指標 ● 業績指標 の出典 林道事業実績報告握の手法及
指標式 林内路網密度＝林道延長÷民有林面積び効果
目標値ａ ７．５ｍ／ha(平成２２年度末) 把握の

年 月実績値ｂ ５．８ｍ／ha(平成１４年度末) 時期 １５ ５
達成率ｂ／ａ ７７％

指標を設定することができなかった場合の効果の把握方法
①指標を設定することができなかった理由

－

②具体的な把握方法と成果（見込まれる効果） ※データの出典含む

－

２．所管課の自己評価

観 点 評価の内容（特記事項） 評価結果

①住民満足度の状況
● Ａ ● Ｂ ● Ｃ

● Ａ
○当該路線の事業申請者、事業促進協議会及び受益者との意見交換において、事業実施
により山林に入る機会が増え、森林整備意欲が向上した旨、意見が出されている。

有 効 性 ● Ｂ
②事業の効果
● Ａ 達成率100%以上 ● Ｂ 達成率80%以上100%未満 ● Ｃ 達成率80%未満

● Ｃ
○当該事業箇所着手から現在まで、利用区域内森林における間伐等整備面積が５７３
（４７％）の実績であり、中でもスギ人工林における整備面積は４７９（８０
％）におよび、今後も未着手だった森林の整備面積は拡大する。

①事業の経済性の妥当性
● Ａ ● Ｂ ● Ｃ

● Ａ
○Ｂ／Ｃが国庫補助採択基準（１．５）を上回っており、経済性の妥当性が高い。

効 率 性 ● Ｂ
②コスト縮減の状況
● Ａ 縮減率20%以上 ● Ｂ 縮減率20%未満 ● Ｃ 縮減なし

● Ｃ
－

総合評価 ● Ａ （妥当性が高い） ● Ｂ （概ね妥当である） ● Ｃ （妥当性が低い）

当初計画に対し経費が増大したものの事業計画にそって着実に施工が進み、森林整備量や地域住
民の満足度等から成果が上がっているものと判断でき、妥当性が高い。

３．評価結果の同種事業への反映状況等（対応方針）

再生産可能な資源である森林の整備推進および生産コスト低減に寄与できる基盤施設として、土工量の縮減や再
生材の利用等、コスト縮減に積極的に取り組み、効率的な事業施行に努める。

４．公共事業評価専門委員会意見

県の評価及び対応方針を可とする。


